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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
元
外
務
審
議
官
が
出
版
し
た
「
日
露
外
交
秘
話
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
務
省
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と

は
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
二
八
号
）
に
お
い
て
お
答
え

し
た
と
お
り
、
平
成
十
五
年
、
丹
波
元
ロ
シ
ア
連
邦
駐
箚
特
命
全
権
大
使
か
ら
外
務
省
に
対
し
、
著
作
を
出
版
す
る
に
当
た

っ
て
相
談
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
在
職
中
の
事
項
に
関
す
る
著
作
を
出
版
す
る
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、

上
月
豊
久
ロ
シ
ア
課
長
が
説
明
を
行
っ
た
事
例
が
あ
る
。

四
に
つ
い
て

在
職
中
の
事
項
に
関
す
る
著
作
を
出
版
す
る
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
丹
波
元
ロ
シ
ア
連
邦
駐
箚
特
命
全
権

大
使
に
対
し
て
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
の
規
定
等
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

一



た
こ
と
も
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
、
同
元
大
使
は
同
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
御
指
摘
の
著
作
を
出
版
し
た
も
の
と
理
解
し

て
い
る
。

二


